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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

冷凍空調工業会（JRAIA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規

格である。これによって，JIS A 4008:2008 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 A 4008：2018 
 

ファンコイルユニット 

Fancoil units 

 
序文 

この規格は，1976 年に制定され，その後 6 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 2008 年に

行われたが，その後の性能測定偏差の縮小による性能表示値の信頼性向上，騒音表示値としての音響パワ

ーレベルの採用，及び電気用品安全法の技術基準の解釈に整合させるために改正した。 

技術上重要な改正に関する新旧対照表を，附属書 I に示す。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，定格風量 40 m3/min 以下で，水圧 1 MPa 以下の冷水及び温水を使用する環境冷暖房用のフ

ァンコイルユニットについて規定する。 

この規格で対象とするファンコイルユニットは，製造業者の工場において冷却・加熱コイル及び送風機

を一体に組み立てた完成品で，空気を直接室内に吹き出すか，又は静圧損失 100 Pa 以下のダクトが施工で

きるものとする。 

ここでいうファンコイルユニットとは，冷暖房を必要とする室内などに設置し，外部から配管を通じて

冷水・温水の供給を受けて，冷暖房を行う機器で，熱源部をもたないものをいう。 

なお，この規格は，次の各項に該当するものについては適用しない。 

a) 電気冷風機 

b) 冷媒用コイル又は蒸気用コイルをもつもの。 

c) ファンコンベクタなど空気を加熱することだけを目的とするもの。 

また，この規格で用いる圧力は，絶対圧力と表記してあるものを除き，全てゲージ圧力とする。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS A 1409 残響室法吸音率の測定方法 

JIS B 0203 管用テーパねじ 

JIS B 7556 気体用流量計の校正及び器差試験 

JIS B 8330 送風機の試験及び検査方法 

JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第 2 部：電流計及び電圧計に対する要求事項 

JIS C 1302 絶縁抵抗計 


